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外
務
省
職
員
に
よ
る
飲
酒
対
人
交
通
事
故
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
五
四
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
平
成
十
八
年
以
降
、
外
務
省
職
員
が
酒
気
帯
び
を
含
む
飲
酒
状
態
で
起
こ
し
た
交
通
事
故
（
以

下
、
「
飲
酒
事
故
」
と
い
う
。
）
の
件
数
に
つ
き
、
国
内
職
員
に
つ
い
て
は
平
成
十
八
年
に
一
名
、
在
外
職
員
に
つ
い
て
は

平
成
十
九
年
に
二
名
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
右
三
名
（
以
下
、
「
三
名
」
と
い
う
。
）
の
「
飲
酒
事
故
」
に

つ
き
、
発
生
し
た
具
体
的
な
日
に
ち
、
事
故
の
様
子
、
事
故
発
生
時
に
お
け
る
「
三
名
」
の
酩
酊
具
合
、
破
損
物
や
怪
我
を

し
た
人
の
様
子
等
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
三
名
」
が
起
こ
し
た
事
件
の
う
ち
、
人
の
傷
害
に
係
る
も
の
は
一
件
で
あ
り
、
死
亡
に
係
る

も
の
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
の
傷
害
を
受
け
た
人
へ
の
補
償
ま
た
は
他
の
破
損
物
に
対
す
る
損
害
賠
償
は
ど
の
様
に

処
理
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

二
の
補
償
ま
た
は
損
害
賠
償
は
、
「
三
名
」
の
自
己
負
担
で
な
さ
れ
た
か
。
そ
れ
と
も
、
外
務
省
の
公
金
か
ら
支
出
さ
れ

た
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
三
名
」
へ
の
処
分
に
つ
き
、
国
内
職
員
一
名
に
対
し
て
は
減
給
処
分
が
、
在
外
職
員
二
名
に

一



対
し
て
は
外
務
省
内
規
に
基
づ
く
厳
重
訓
戒
処
分
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
減
給
処
分
に
つ
き
、
ど
れ

だ
け
の
減
給
が
何
ヶ
月
間
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
三
名
」
に
対
す
る
処
分
は
ど
の
様
な
基
準
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
た
か
、
そ
の
内
容
は
妥
当
で

あ
っ
た
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
処
分
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し

て
、
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
行
為
の
原
因
、
動
機
等
の
ほ
か
、
日
ご
ろ
の
勤
務
態
度
や
当
該
行
為
後
の
対
応
等
も
含
め
諸
般

の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で

は
「
三
名
」
に
つ
き
、
�
「
三
名
」
が
「
飲
酒
事
故
」
を
起
こ
し
た
原
因
、
動
機
、
�
「
三
名
」
の
日
ご
ろ
の
勤
務
態
度
、

�
「
飲
酒
事
故
」
を
起
こ
し
た
後
に
「
三
名
」
が
と
っ
た
対
応
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
様
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
三

名
」
へ
の
処
分
内
容
が
決
め
ら
れ
る
際
に
ど
の
様
に
反
映
さ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


